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Ⅰ 地震被害想定調査及び地震防災戦略の概要 
 

１ 地震被害想定調査（平成27年３月）の概要 
 

⑴ 想定地震 

○ 都心南部直下地震 

首都圏付近のフィリピン海プレート内で、都心南部の直下を震源とす

る地震です。東京湾北部地震にかわり、国が防災対策の主眼を置く地震

としており、県内全域が「首都直下地震対策特別措置法」の首都直下地

震緊急対策区域に指定されています。 

 

○ 三浦半島断層群の地震 

三浦半島断層帯を震源域とする活断層型の地震です。前回の調査では、

モーメントマグニチュード6.9 としていましたが、最新の知見からモー

メントマグニチュードを変更しています。 

 

○ 神奈川県西部地震 

神奈川県西部を震源域とする地震です。 

 

○ 東海地震 

駿河トラフを震源域とする地震です。神奈川県地域防災計画（マニュ

アル・資料）において地震の事前対策について位置づけ、また、県内の概

ね西半分の市町が「大規模地震対策特別措置法」の地震防災対策強化地

域に指定されています。 

 

○ 南海トラフ巨大地震 

南海トラフを震源域とする地震です。国が想定する、あらゆる可能性

を考慮した南海トラフの最大クラスの地震であり、県内の一部の市町村

が「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」の

南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。なお、地震の規

模が大きく、⾧周期地震動による影響を考慮せざるを得ないものの、神

奈川県については揺れによる被害が比較的小さくなっています。 
 

○ 大正型関東地震 

相模トラフを震源域とする地震です。1923 年の大正関東地震を再現

した地震で、国では⾧期的な防災・減災対策の対象としています。 
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○ 元禄型関東地震（参考） 

相模トラフから房総半島東側を震源域とする地震です。1703 年の元

禄関東地震を再現した地震で、現実に発生した最大クラスの地震である

ことから、発生確率が極めて低い地震ですが、参考地震として被害量を

算出しています。 

 

〇 相模トラフ沿いの最大クラスの地震（参考） 

元禄型関東地震の震源域に加え関東北部までを震源域とする地震です。

国 が想定する、あらゆる可能性を考慮した相模トラフ沿いの最大クラ

スの地震であることから、発生確率が極めて低い地震ですが、参考地震

として被害量を算出しています。 

 

〇 慶⾧型地震（参考） 

南海トラフ沖と相模トラフ沿いを繋ぐ断層を設定し、そこで想定した

正断層型の地震です。最大クラスの津波による被害を周知して津波避難

の普及啓発を図る観点から、参考地震として津波による被害量を算出し

ています。 

 

〇 明応型地震（参考） 

南海トラフから銭洲海嶺に伸びるフィリピン海プレート内の断層を設

定し、そこで想定した逆断層型の地震です。最大クラスの津波による被

害を周知して津波避難の普及啓発を図る観点から、参考地震として津波

による被害量を算出しています。 

 

〇 元禄型関東地震と国府津ʷ松田断層帯の連動地震（参考） 

相模トラフで発生する海溝型と国府津ʷ松田断層帯の地震が連動発生

する地震です。最大クラスの津波による被害を周知して津波避難の普及

啓発を図る観点から、参考地震として津波による被害量を算出していま

す。 
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⑵ 地震被害想定調査結果一覧表 
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２ 地震防災戦略（平成28年３月）の概要 

⑴ 対象地震 

地震被害想定調査では、次の６つの地震を主な調査対象としました。  

 
地震防災戦略では、『県民のいのちを守る』ことを最優先とする考え方から、

６つの地震のうち県内で最も多い31,550人の死者数が想定されている、『大正

型関東地震』を減災目標の対象地震としています。 

減災目標は、国が基本計画の中で、首都直下地震緊急対策区域（神奈川県内

全域が指定）を対象に、死者数を10年間で概ね半減させる、としていることを

踏まえ、同様に『死者数の概ね半減』を目指しています。 

 

⑵ 対象期間 

平成28年度から令和６年度までの９年間を対象期間としています。 

 

⑶ 減災目標 

減災目標は、次のように設定しています。 

＜大正型関東地震の死者数を概ね半減＞ 

 （想定）総死者数 31,550人 ⇒ 14,180人（軽減率55％） 

 

⑷ 地震防災戦略改定の基本的な考え方 

ア 『県民のいのちを守る』ことを最優先に 

地震防災戦略では、『県民のいのちを守る』ことを最優先に考え、死

者数の軽減を減災目標に掲げています。 

減災目標の達成のため、地震の被害を「揺れ」、「津波」、「火災」

に分け、それぞれの被害の軽減に有効な対策を「重点施策」と位置づけ、

死者数の軽減を進めています。 

イ 自助・共助・公助が一体となった取組の推進 

防災・減災対策を推進するにあたっては、自らの身を自ら守る「自助」、

地域などで互いに協力し助け合う「共助」、県・市町村・国等が行う「公

助」が連携し一体となって取り組んでいくことが必要なことから、県民

や事業者等の取組も、新防災戦略に位置づけています。 
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⑸ 点検の実施 

   重点施策の数値目標の進捗状況については、対象期間の概ね中間年に点

検を実施し、課題について検討したうえで、必要に応じて数値目標等の見

直しを行うこととしています。 

⑹ 減災目標の達成に向けた重点施策一覧 

番号 重点施策 
主な効果 

揺れ 津波 火災 

重点施策1 住宅の耐震化 ●  ● 

重点施策2 多数の者が利用する建築物の耐震化 ●  ● 

重点施策3 防災拠点となる公共施設等の耐震化 ●  ● 

重点施策4 屋内収容物等の耐震対策 ●   

重点施策5 防災訓練の実施（揺れ対策） ●   

重点施策6 がけ崩れ等の対策 ●   

重点施策7 防災知識の普及・啓発 ● ● ● 

重点施策8 防災教育の強化 ● ● ● 

重点施策9 ハザードマップ等による意識啓発 ● ● ● 

重点施策10 消防団、自主防災組織に対する啓発・教育、活動へ
の支援（揺れ対策・津波対策） ● ●  

重点施策11 企業の防災に関する取組への支援 ●   

重点施策12 地域住民による救護活動の実施への支援 ●   

重点施策13 医療救護訓練の実施 ●   

重点施策14 災害時医療救護体制の整備 ●   

重点施策15 大規模災害時の広域医療搬送体制の整備 ●   

重点施策16 道路・橋りょう・鉄道の整備 ●   

重点施策17 帰宅困難者対策 ●   

重点施策18 津波避難に関する啓発  ●  

重点施策19 津波からの一時避難施設や避難路等の整備  ●  

重点施策20 防災訓練の実施（津波対策）  ●  

重点施策21 海岸保全施設等の整備  ●  

重点施策22 要配慮者の避難・安全確保に関する対策  ●  

重点施策23 県民等への情報発信体制の整備  ●  

重点施策24 建物の防火・不燃化対策   ● 

重点施策25 防災訓練の実施（火災対策）   ● 

重点施策26 消防団、自主防災組織に対する啓発・教育、活動へ
の支援（火災対策）   ● 

重点施策27 上水道施設の整備   ● 

重点施策28 市街地の整備   ● 

重点施策29 避難場所・避難路等の整備   ● 

重点施策30 消火活動体制の強化   ● 
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出典：神奈川県地震防災戦略  
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＜地震被害想定調査と地震防災戦略について＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

都心南部直

下地震

三浦半島断

層群の地震

神奈川県西

部地震
東海地震

南海トラフ

巨大地震

大正型関東

地震

マグニチュード 7.3 7 6.7 8 9 8.2

死者数 2,990 1,130 880 820 1,740 31,550

経済被害額(億円) 151,082 50,596 9,175 9,726 14,494 489,075

想定地震

地震被害想定調査（平成27年３月） 

○ 大規模地震が発生した際の人的被害や物的被害、経済被害等をあらかじめ把握す

るため、地震被害想定調査を実施。(調査結果の概要は、１～６ﾍﾟｰｼﾞにも掲載) 

地震防災戦略（平成28年３月） 

想定される被害の軽減 

【対象期間】平成27年度から令和６年度までの９年間 

【減災目標】大正型関東地震の死者数を概ね半減 

【減災目標を達成するための対策】 

 

【地震防災戦略の検証】 

○ 地震防災対策の推進が図られてきたことを踏まえ、現時点での重点施策の

目標達成状況等の点検を実施（令和３年度）。 

番号 重点施策 番号 重点施策 番号 重点施策

1 住宅の耐震化 11
企業の防災に関する取組

への支援
21 海岸保全施設等の整備

2
多数の者が利用する建築

物の耐震化
12

地域住?による救護活動

の実施への?援
22

要配慮者の避難・安全確

保に関する対策

3
防災拠点となる公共施設

等の耐震化
13 医療救護訓練の実施 23

県?等への情報発信体制

の整備

4 屋内収容物等の耐震対策 14
災害時医療救護体制の整

備
24 建物の防火・不燃化対策

5
防災訓練の実施（揺れ対

策）
15

大規模災害時の広域医療

搬送体制の整備
25

防災訓練の実施（火災対

策）

6 がけ崩れ等の対策 16
道路・橋りょう・鉄道の

整備
26

消防団、自主防災組織に

対する啓発・教育、活動

への支援（火災対策）

7 防災知識の普及・啓発 17 帰宅困難者対策 27 上水道施設の整備

8 防災教育の強化 18 津波避難に対する啓発 28 市街地の整備

9
ハザードマップ等による

意識啓発
19

津波からの一時避難施設

や避難路等の整備
29

避難場所・避難路等の整

備

10

消防団、自主防災組織に

対する啓発・教育、活動

への支援（揺れ対策・津

波対策）

20
防災訓練の実施（避難対

策）
30 消火活動体制の強化

(地震防災戦略の概要は、７～９ﾍﾟｰｼﾞにも掲載) 

減災目標の実現

に向けた効果的・

効率的な地震防

災対策の推進 
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Ⅱ 重点施策（数値目標）の進捗状況と今後の対応について 
 

地震防災戦略では、30の重点施策を位置づけ、揺れや津波、火災による死者数を減

らすための取組を進めています。 

 重点施策の数値目標の進捗状況については、対象期間の概ね中間年に点検を実施

し、課題について検討したうえで、必要に応じて数値目標等の見直しを行うこととさ

れていることから、現時点における進捗状況等について、検証を行いました。 

 

１ 重点施策（数値目標）について 

番号 重点施策 指標 策定時 (年度) 検証時 (年度) 目標 (年度) 

1 
住宅の耐震

化 

住宅の耐震

化率 
89% (H25)  94% (R2) 95% (R2) 

2 

多数の者が

利用する建

築物の耐震

化 

多数の者が

利用する建

築物の耐震

化率 

89% (H26)  93% (R2) 95% (R2) 

3 

防災拠点と

なる公共施

設等の耐震

化 

防災拠点と

なる公共施

設等の耐震

化率 

94% (H26)  96.9% (R2) 100% (R6) 

4 

屋内収容物

等の耐震対

策 

家具固定率 50% (H26)  35.8% (R3) 65% (R6) 

5 

防災訓練の

実施（揺れ

対策） 

シェイクア

ウト訓練の

参加者数 

120 万人 (H26)  205 万人 (R 元) 200 万人 (H30) 

6 
がけ崩れ等

の対策 

急傾斜地崩

壊危険箇所

の施設整備

率 

52% (H26)  56% (R2) 60% (R6) 

18 
津波避難に

対する啓発 

津波避難計

画作成沿岸

市町数 

７市町 (H26) 15 市町 (R2) 15 市町 (R6) 
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番号 重点施策 指標 策定時 (年度) 検証時 (年度) 目標 (年度) 

19 

津波からの

一時避難施

設や避難路

等の整備 

津波避難施

設を整備拡

充した沿岸

市町数 

ʷ市町  14 市町 (R2) 15 市町 (R6) 

20 

防災訓練の

実施（避難

対策） 

津波避難訓

練の実施率 
73% (H26) 33% (R2) 100% (各年) 

24 

建物の防

火・不燃化

対策 

感震ブレー

カー等の設

置率 

ʷ％  6.5% (R3) 10% (R6) 

25 

防災訓練の

実施（火災

対策） 

シェイクア

ウト訓練の

参加者数

（再掲） 

120 万人 (H26) 205 万人 (R 元) 200 万人 (H30) 

26 

消防団、自

主防災組織

に対する啓

発・教育、

活動への支

援（火災対

策） 

自主防災組

織の活動カ

バー率 

79% (H25) 77.4% (R2) 100% (R6) 

26 

消防団、自

主防災組織

に対する啓

発・教育、

活動への支

援（火災対

策） 

自主防災組

織の訓練回

数 

6,566 回 (H25) 7,489 (R 元) 7,400 回 (R6) 
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番号 重点施策 指標 策定時 (年度) 検証時 (年度) 目標 (年度) 

26 

消防団、自主

防災組織に対

する啓発・教

育、活動への

支援（火災対

策） 

消防団の装

備の基準

(消防庁告

示H26.2.7

改正)に基

づく安全確

保のための

装備の整備

率 

75% (H26) 80.2% (R3) 100% (R6) 

  

２ 目標の達成状況や今後の対応等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

 〇 数値目標は、達成に向け順調に推移しています。 

〇 県民向けには、リーフレットやチェックシート、かながわけんみん防災カー

ド、かながわキッズぼうさいカード（県内全小学校の４年生に配付）を作成、

配付したり、動画や新聞等の広報物を活用した周知啓発を実施しています。 

〇 私立学校の校舎等に対する耐震診断調査への補助を実施しています。 

重点施策１：住宅の耐震化 

[目標] 住宅の耐震化住宅の耐震化率 

[策定時] 89%(H25) ⇒ [検証時] 94%(R2) ⇒ [目標] 95%(R2) 

重点施策２：多数の者が利用する建築物の耐震化 

[目標] 多数の者が利用する建築物の耐震化率 

[策定時] 89%(H26) ⇒ [検証時] 93%(R2) ⇒ [目標] 95%(R2) 

重点施策３：防災拠点となる公共施設等の耐震化 

[目標] 防災拠点となる公共施設等の耐震化率 

[策定時] 94%(H26) ⇒ [検証時] 96.9%(R2) ⇒ [目標] 100%(R6) 
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〇 市町村が実施する耐震診断事業、耐震改修事業や一部屋耐震化事業への支援

を実施しています。 

〇 市町村が実施する民間大規模建築物に対する耐震化補助事業への支援を実施

しています。 

〇 緊急輸送道路沿道建築物の所有者が実施する耐震化事業及び市町村が実施す

る耐震化補助事業への支援を実施しています。 

〇 令和２年度の東庁舎新築工事の完了をもって、一連の県庁本庁庁舎（四庁舎）

の地震・津波対策工事が全て完了しました。また、県立学校については、「県

立学校施設再整備計画（新まなびや計画）」に基づき、引き続き、耐震補強が

必要な県立学校の校舎及び体育館等の耐震化を進めています。 

〇 なお、市町村施設についても、耐震率99.1%1となっており、概ね順調に進捗

しています。 

〔今後の対応〕 

〇 概ね順調に進捗していますが、目標値は達成していないことから、目標年

度を更新し、引き続き目標値の達成に向け取り組んでいくこととします。 

 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

 〇 県では、土砂災害防止法に基づく警戒区域について、令和２年度末に8,679区     

  域の指定を完了しました。 

〇 急傾斜地等の崩壊にかかる特別警戒区域の指定のための調査を順次、実施し

ています。 

〇 令和元年度に策定した「神奈川県水防災戦略」も踏まえ、大雨や地震等によ

る災害対策の整備を推進するため、急傾斜地崩壊危険区域における法面工等を

実施しています。 

〔今後の対応〕 

〇 概ね順調に進捗していることから、目標値達成に向け、今後も引き続き取り

組んでいくこととします。 

 

                             
1 「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査結果（総務省消防庁）」(令和３年10月28日)   

重点施策６：がけ崩れ等の対策 

[目標]がけ崩れ等の対策急傾斜地崩壊危険箇所の施設整備率 

[策定時] 52%(H26) ⇒ [検証時] 56%(R2) ⇒ [目標] 60%(R6) 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 各校種における防災教育指導資料の改訂、県立学校における生徒参加型の実

践的な防災訓練の実施、各校種の教職員を対象としたＤＩＧ研修2を始めとする

各種研修等を実施しており、順調に取り組みが進んでいます。 

〔今後の対応〕 

〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、多くの実動訓練や研修は中

止となっています。今後の実施等については、新型コロナウイルス感染症の動

向等を踏まえ、検討していきます。 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 中小企業のＢＣＰ策定を支援するセミナーや専門家派遣等を実施しています。 

〇 企業の帰宅困難者対策を支援するためのチェックリストの作成や、帰宅困難

者対策に積極的に取り組む企業等を県ホームページ3で紹介しています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

  

                             
2 参加者が地図を使って防災対策を検討する訓練のこと。Disaster（災害）、Imagination（想像力）、Game（ゲーム）の頭

文字を取っている。 
3 帰宅困難者対策取組企業公表制度 

重点施策８：防災教育の強化 

〔目標〕学校や地域社会の災害対応力の向上 

重点施策11：企業の防災に関する取組への支援 

〔目標〕企業の災害対応力の向上 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 緊急輸送道路の拡幅、線形改良等の整備、鉄道と道路の立体交差化等の取組

を計画的に実施しています。 

〇 災害時に緊急交通路等を優先的に通行できる緊急通行車両証の交付を円滑に

行う体制整備を行っています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 九都県市や県内政令市と連携し、一斉帰宅抑制の基本方針に係る普及啓発、

徒歩帰宅支援ステーションの協定の促進等に取り組んでいます。 

〇 従業員を事業所内で待機させるための備蓄等の環境整備、出勤時・帰宅時の

ルール作りなど、企業における帰宅困難者対策を促進するためのチェックリス

トの作成や、帰宅困難者対策に積極的に取り組む企業等を県ホームページで紹

介しています。 

〇 市町村と連携し、一時滞在施設の確保に取り組み、県所管施設における水や

食料の備蓄を行っています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続する他、早期の状況把握と一時滞在施設の開設に向けた体

制の充実などに取り組んでいきます。 

  

重点施策16：道路・橋梁・鉄道の整備 

〔目標〕緊急通行車両等の交通や避難経路等の確保 

重点施策17：帰宅困難者対策 

〔目標〕一斉帰宅の抑制や学校・職番などにおける備蓄の推進 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 護岸・堤防等海岸保全施設の整備や養浜、河川遡上津波に対する河川堤防等

河川管理施設の整備などを計画的に進めています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 「災害時における要配慮者支援マニュアル作成指針」や「避難所マニュアル

策定指針」の内容充実や、外国人旅行者向けプッシュ型情報発信アプリ「Safety 

tips4」の周知・啓発などを実施しています。 

〇 庁内に設置した福祉避難所市町村サポートチームなどを通じて、市町村の福

祉避難所の指定や個別避難計画の策定等を支援しています。 

〇 災害時福祉支援体制として、神奈川ＤＷＡＴ5を設置し、研修などを実施して

います。 

〇 外国籍県民への支援体制として、災害多言語支援センターの設置に向け、訓

練や通訳ボランティアの研修などを実施しています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

〇 令和３年の災害対策基本法の改正により、個別避難計画の策定が市町村の努 

力義務とされた他、福祉避難所の指定の公示の考え方が明確になったことを踏

まえ、市町村との意見交換などを通じて、地域の事情に応じた個別避難計画の

策定や福祉避難所の指定促進の支援に努めます。 

 

 
                             
4 外国人旅行者向けプッシュ型情報配信アプリ「Safety tips」について 

5 災害派遣福祉チームのこと。避難所において要配慮者に対して適切な福祉支援を行うことにより避難生活における災害関連

死や体調の悪化といった二次被害の防止を図ることを目的に活動する。 

重点施策21：海岸保全施設等の整備 

〔目標〕津波の浸水被害の軽減や到達時間の遅延 

重点施策22：要配慮者の避難・安全確保に関する対策 

〔目標〕要配慮者の安全確保 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 主要水道施設（配水池、浄水場など）の耐震診断、耐震補強工事などを計画

的に実施している他、応急復旧資機材の整備などを進めています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 組合等が実施する市街地再開発事業や土地区画整理事業への補助事業を計画

的に実施しています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 防災機能を有する都市公園の整備や、延焼防止等防災機能を有する緑地や街

路の整備など、防災空間の確保の取組について計画的に進めています。 

〇 県有施設の避難施設の活用の促進や、避難路や避難階段の整備などを進める

他、市町村の避難施設や避難路の整備に対して、財政支援を行っています。 

〔今後の対応〕 

〇 現在の取組を継続していきます。 

  

重点施策27：上水道施設の整備 

〔目標〕断水による消火活動の支障の軽減 

重点施策28：市街地の整備 

〔目標〕火災の発生や延焼の抑制 

重点施策29：避難場所・避難路等の整備 

〔目標〕避難場所や避難路の確保 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 数値目標に関しては、令和元年度において全て達成していますが、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和２年度、３年度はシェイクアウト

訓練をはじめ、多くの実動訓練は中止となっており、新型コロナウイルス感染

症の動向を踏まえた訓練の実施状況について、改めて評価が必要です。 

〇 毎年度、国の訓練大綱を踏まえた、訓練の考え方や方針を市町村に示すとと

もに、市町村の訓練に対して、県総合防災センターのアドバイザーによる技術

的な支援や財政支援を行っています。 

〇 また、ビッグレスキューかながわ（県・市町村合同総合防災訓練）6や津波対

策訓練、大規模図上訓練など、県主催の訓練では、市町村消防の他、警察、自

衛隊、海上保安庁、医療機関、指定公共機関など多数の機関が参画し、広域応

援を想定した多機関連携による実践的な訓練を実施していますが、令和２年以

降は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止となっています。 

〔今後の対応〕 

〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の動向を踏まえ、感染拡大に配慮した

形での訓練の再開や内容の工夫、充実が課題であることから、県は、財政支援

や技術的な支援を継続する必要があります。  

                             
6 大規模災害発生時の医療支援体制の強化等を図るための実践的訓練のこと 

重点施策５：防災訓練の実施（揺れ対策） 

〔目標〕シェイクアウト訓練の参加者数 

[策定時] 120万人(H26) ⇒ [検証時] 205万人(R元) ⇒ [目標] 200万人(H30) 

重点施策20：防災訓練の実施（揺れ対策・津波対策） 

〔目標〕津波避難訓練の実施率 

[策定時]  73％(H26) ⇒ [検証時]  33％(R2) ⇒ [目標] 100％(各年度) 

重点施策25：防災訓練の実施（火災対策） 

〔目標〕シェイクアウト訓練の参加者数 

[策定時] 120万人(H26) ⇒ [検証時] 205万人(R元) ⇒ [目標] 200万人(H30) 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 県では、災害時の医療救護体制を定める「神奈川県保健医療救護計画」を平成

29年度（最終改正：令和２年度）に改定し、災害対策本部に設置する保健医療調

整本部を中心に、災害拠点病院やＤＭＡＴ7による応急医療体制、ＥＭＩＳ（広域

災害・救急医療情報システム）8による情報共有体制など、災害時に医療救護体制

の確保に努めています。また、同計画の内容に基づき、令和元年度には「神奈川

県災害時広域受援計画」の修正を行いました。 

〇 大規模災害時の医療救護をテーマとしたビッグレスキューかながわでは、自衛

隊や在日米軍に医療部隊と連携した対処や、厚木基地内に設置するＳＣＵ（ステ

ージングケアユニット）9を活用した広域搬送などの実践的な訓練などを実施し

ていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年以降、休止

となっています。また、医療機関は新型コロナウイルス感染症の対応に重点的に

対応する必要がある中で、大規模地震時医療救護訓練など、医療機関の災害対策

訓練は実施が難しい状況となっています。 

〇 災害時の医療救護体制は着実に整備が進んでいますが、コロナ禍における訓練

が未実施となっている状況から、新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえた今

後の対応を踏まえ、改めて評価が必要です。 

 

                             
7 災害の発生直後の急性期に活動を開始できる機動性を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チームのこと 
8 災害時における全国ネットの災害医療に係る総合的な情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種 

情報の集約・提供を行うシステムのこと 
9 航空搬送拠点臨時医療施設のこと。航空機での搬送に際して患者の症状の安定化を図り、搬送を実施するための救護所とし

て、被災地及び被災地外の航空搬送拠点に、広域医療搬送や地域医療搬送に際して設置されるもの。 

重点施策13：医療救護訓練の実施 

〔目標〕医療関係機関の災害対応力の強化 

重点施策14：災害時医療救護体制の整備 

〔目標〕災害時の医療救護体制の整備 

重点施策15：大規模災害時の広域医療搬送体制の整備 

〔目標〕広域医療搬送体制の整備 
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〔今後の対応〕 

〇 「神奈川県保健医療救護計画」に基づく医療救護体制の整備に係る取組を継続

するとともに、新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえ、同計画に基づく訓練

の再開と、内容の工夫、充実を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 早期避難率の目標については、「県民ニーズ調査」10による数値であり、年度

による変動を注視していく必要がありますが、概ね、順調に推移しています。 

〇 県は、県有施設の避難施設の活用の促進や、避難路や避難階段の整備などを進

める他、市町村の避難施設や避難路の整備に対して、財政支援を行っています。

数値目標である「津波避難計画の策定」については、15市町で作成済み、「津波

避難施設の整備拡充」については、15市町中14市町で実施するなど、目標の達成

に向け、順調に取り組みが進展しています。 

〇 津波の避難意識の向上に関しては、平成30年度に、ＣＧ技術を活用し、津波災

                             
10 県民ニーズ調査結果HP 

早期避難率の目標  

[策定時] 30％(H26) ⇒ [検証時] 91.8％(R3) → [目標] 80％ 

重点施策18：津波避難に関する啓発 

〔目標〕津波避難計画を策定した沿岸市町  

[策定時]７市町(H26) ⇒ [検証時] 15市町(R2) ⇒ [目標] 15市町(R6) 

重点施策19：津波からの一時避難施設や避難路等の整備 

〔目標〕津波避難施設を整備拡充した沿岸市町村 

[策定時]０市町 ⇒ [検証時] 14市町(R2) ⇒ [目標] 15市町(R6) 

重点施策23：県民等への情報発信体制の整備 

〔目標〕県民等の津波からの早期避難意識の向上 
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害を疑似体験する啓発映像を整備し、県総合防災センターや県ホームページなど

で発信11しています。 

〇 県民への情報発信に関しては、災害情報管理システムを活用した緊急速報メー

ルの発信、「神奈川県災害情報ポータル」12やＳＮＳ13を使った情報発信など、情

報発信体制の強化が進んでいます。 

〔今後の対応〕 

〇 重点施策の目標は概ね順調に達成できており、引き続き、避難施設や避難路の

整備に係る市町村支援、早期避難に向けた普及啓発などへの取り組みを進めてい

きます。 

〇 また、津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域の指定や、

旗など視覚を通じた避難の呼びかけの運用の変更など、新たな施策動向を踏まえ

た対策強化を図っていきます。 

〔強化する取組①―津波災害警戒区域の指定促進〕 

〇 平成24年に施行された、津波防災地域づくりに関する法律は、最大クラスの津

波を想定し、住民の命を守ることを最優先に、ハード・ソフト両面からの総合的

な対策を推進するものです。 

〇 本県は、平成27年に同法に基づく津波浸水想定を公表し、平成30年に、法に基

づく津波災害警戒区域の指定の方針を定め、令和元年度に、小田原ブロック（小

田原市、湯河原町、真鶴町）を区域指定し、以後、二宮町、大磯町、藤沢市と地

元市町の意向を踏まえ、区域の拡大を図っています。 

〇 津波災害警戒区域の指定は、津波のせり上げ高を考慮した基準水位14に基づき、

避難施設の設定やハザードマップの作成など実効性のある避難対策が講じられ

るほか、住民への丁寧な事前説明を行うことで、住民の避難意識の向上も期待で

きることから、津波からの被害の軽減に有効な施策です。 

〇 津波からの避難対策は、沿岸市町がそれぞれの実情、考え方に応じて進めてい

ますが、県は、警戒区域の指定のメリットや指定区域の取組みの成果の情報共有

に努め、警戒区域の指定の拡大に努めるとともに、指定区域の市町の避難対策に

                             
11 映像で災害を体験しよう！(津波編) 
12 神奈川県災害情報ポータルHP 
13 Twitter（危機管理防災課アカウント） 
14 基準水位とは、浸水深＋建築物等への衝突によりせり上がる高さのこと 
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対して支援を行っていきます。 

〔強化する取組②―津波フラッグに関する周知・啓発の実施〕 

〇 本県では、東日本大震災の直後から、全国に先駆けてオレンジフラッグによる

海上への避難の呼びかけを運用してきましたが、令和２年度より、国の方針によ

り運用が変更となり、⾧方形を四分割した、赤と白の格子模様のデザインである

「津波フラッグ15」により、大津波警報、津波警報、津波注意報が発表されたこ

とをお知らせする取組が始まりました。 

〇 防災行政無線やサイレンなどの音による伝達だけではなく、旗による視覚的な

伝達を行うことで、波や風でこれらの音が聞こえない場合や聴覚に障害をお持ち

の方など海岸利用者に対する津波警報等へのアクセシビリティ16が向上し、迅速

な避難行動を促すことが期待できます。 

〇 今後、新たな「津波フラッグ」の普及に向け、沿岸市町と連携して取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 いずれも県民の防災意識に関わる重点施策と目標です。 

                             
15 津波フラッグ（気象庁HP） 
16 「情報の伝わりやすさ」のこと 

重点施策４：屋内収用物等の耐震対策 

〔目標〕家具固定率 

 [策定時] 50％(H26) ⇒ [検証時] 35.8％(R3) ⇒ [目標] 65％(R6) 

重点施策７：防災知識の普及・啓発 

〔目標〕県民の防災知識の習得と防災意識の向上 

重点施策９：ハザードマップによる意識啓発 

〔目標〕県民の防災意識の向上 

重点施策24：建物の防火・不燃化対策 

〔目標〕感震ブレーカーの設置率 

[策定時]０％ ⇒ [検証時] 6.5％(R3) ⇒ [目標] 10％(R6) 



24 

 

〇 数値目標である「家具固定率」「感震ブレーカー17の設置率」については、「県

民ニーズ調査」の結果ですが、年度ごとの変動も考慮し、中⾧期的に推移をみて

いく必要があります。現状では、目標に対して数値は停滞している状況であり、

市町村を通じた財政支援の継続とともに、地震に対する警戒が薄れている懸念も

あるため、地震の怖さ、対策の重要性に対する啓発を強める必要があります。 

〇 防災意識の向上に関しては、ホームページ、地震防災チェックシート、かなが

わ県民防災カードの活用など、様々な媒体を通じて啓発を図っています。また、

県総合防災センターでは、防災情報・体験フロアーの運営や、平成30年度には、

リアルな映像とともに地震の揺れを体験する施設を整備しました。また、ＳＮＳ

を活用した情報発信など、着実に啓発の強化を図っています。 

〇 市町村地域防災力強化支援事業による、市町村のハザードマップの作成や啓発、

感震ブレーカーの設置などに対する財政支援も行っています。 

〇 家具の固定率の向上や感震ブレーカーの設置の促進は、首都圏共通の課題であ

り、九都県市18連携による調査や普及啓発が進められています。 

〔今後の対応〕 

〇 令和３年10月には県内最大震度5弱の地震が発生しましたが、東日本大震災から

時間が経過し、大規模な風水害が頻発する中、地震への警戒が緩むことが懸念され

ます。地震への備えの重要性、耐震対策の意義、災害教訓を伝える自然災害伝承碑

の周知などについて、引き続き、あらゆる媒体を活用し、普及啓発を進めるととも

に、市町村と連携した補助の実施に努めます。 

〇 令和３年の災害対策基本法の改正では、避難情報が「避難指示」に一本化され、

「緊急安全確保」が導入されるなど、近年頻発する大規模災害の課題や教訓を踏ま

え、住民避難等に係る法令や制度の変更や改善が行われています。こうした動向を

踏まえ、最新で正しい災害に関する知識の普及啓発に取り組む必要があります。 

〇 「家具固定率」に関しては、「県民ニーズ調査」によれば、実施しない理由とし

て、「やろうと思っても先延ばししてしまう」「面倒だから」「やり方がわからな

い」といった意見が多く、家具固定の意義、固定の方法などについて、九都県市と

も連携し、丁寧に啓発していく必要があります。 

〇 「感震ブレーカー」についても、通電火災の怖さを含め、機器の種類や設置法、

                             
17 感震ブレーカーについて 
18 防災首都圏ネット 
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補助など支援制度の丁寧な説明に、九都県市と連携して取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目標の達成状況と取組〕 

〇 いずれも地域の防災力の向上に関する施策・目標です。この目標に関しては、

これまで、地域の防災対策に係る財政支援、県総合防災センターにおける自主防

災組織リーダー等研修、県消防学校の消防団教育などを通じて、対応力の向上が

図られてきました。 

〇 また、平成30年には、自主防災組織リーダー等研修は、ステップアップのため

の高度な研修プログラムが追加され、消防学校においては、全国最大規模の実践

的な訓練施設（以下、「かながわ版ディザスターシティ」という。）の整備が行

われるなど、研修や訓練環境の向上が図られており、地域の防災力は着実に向上

してきていると考えられます。 

〇 一方、数値目標に関しては、自主防災組織の訓練は令和元年度に、すでに最終

目標を達成していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度

以降は、地域における訓練は抑制傾向にあると思われるため、改めて評価が必要

です。 

重点施策10：消防団、自主防災組織に対する啓発・教育・活動への支援（揺れ対策・津波対策）  

〔目標〕消防団、自主防災組織の防災力の向上 

重点施策12：地域住民による救護活動の実施への支援 

〔目標〕地域住民の救護活動の向上 

重点施策26：消防団、自主防災組織に対する啓発・教育・活動への支援（火災対策） 

〔目標〕自主防災組織のカバー率 

[策定時] 79％(H25) ⇒ [検証時] 77.4％(R2) ⇒ [目標] 100％(R6) 

〔目標〕自主防災組織の訓練回数 

[策定時] 6,566回(H25) ⇒ [検証時] 7,489回(R元) ⇒ [目標] 7,400回(R6) 

〔目標〕消防団の装備の基準に基づく装備の整備率 

[策定時] 75%(H26) ⇒ [検証時] 80.2%(R元) ⇒ [目標] 100%(R6) 
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〇 自主防災組織のカバー率は、地域への期待も含め、高い目標を掲げていますが、

対策が効果に直結するものではなく、中⾧期的な観点から、住民の自主防災活動

への意識の向上を図り、カバー率の向上につなげていくことが必要です。 

〔今後の対応〕 

〇 目標の達成に向け、自主防災組織や消防団を一義的に担う市町村と連携し、財

政支援の強化、研修の更なる充実など対策に、引き続き取り組んでいきます。 

〇 また、自主防災組織や消防団については、担い手の高齢化、就労環境の変化な

どの社会情勢の変化に伴う課題を踏まえ、対応策を検討することが必要です。 

 

〔強化する取組①ʷ自主防災組織の活性化と担い手の育成〕 

〇 自主防災組織については、担い手の高齢化が進み、若年層を含めた担い手の育

成が課題19であり、リーダー人材の育成に加え、あらゆる年代層を対象に自主防

災活動への理解の促進や、防災意識の向上を図る取り組みを多面的に進める必要

があります。 

〇 県総合防災センターが行う自主防災組織リーダー等研修については、平成30

年度に自主防災組織リーダー等レベルアップ研修を実施し、充実を図りましたが、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、令和２年度は中止を余儀なくされ

ています。 

〇 新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和３年度は感染状況を見極めつ

つ、自主防災組織リーダー等研修を再開していますが、今後は、今年度の実施結

果や市町村からの意向調査や平成30年度の実施結果も検証し、内容の充実に努

めます。 

〇 また、併せて、自主防災活動への関心を高めるため、先進的な取り組みを進め

る自主防災組織の活動を県ホームページで紹介する取組を、令和４年度に新たに

実施します。 

〇 さらに、消防庁が開発する教材の活用や、自主防災組織リーダー等研修の内容

をホームページで配信し、時と場所を選ばず、研修できる環境整備など、さらな

る促進策について、市町村と連携して検討を進めていきます。 

                             
19 自主防災組織等の地域防災の人材育成に関する検討会「資料2 自主防災組織等の人材育成の現状と課題」（総務省消防

庁） 
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〔強化する取組②―消防団の団員確保と対応力強化〕 

〇 消防団については、全国的に団員の減少傾向が続いており20、担い手の確保が

課題となっています。本県は、市町村による取組に加え、かながわ消防フェアや

かながわ消防団応援の店等の取組により増加傾向を維持していましたが、令和２

年から減少に転じており、消防団員の確保は本県にとっても、重要な課題です。 

 
                       出典：消防白書付属資料：都道府県別市町村消防組織一覧 

                             
20 令和３年版 消防白書「特集３ 消防団を中核とした地域防災力の充実強化」 

888,900 

804,877 

760,000

780,000

800,000

820,000

840,000

860,000

880,000

900,000

消防団員数（全国）

消防団員数（全国） (人)

＜地震体験（自主防災組織リーダー等研修会の様子）＞ ＜風水害体験（自主防災組織リーダー等研修会の様子）＞ 
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                       出典：消防白書付属資料：都道府県別市町村消防組織一覧 

〇 また、近年、就労環境の変化により、消防団員の被雇用者の割合が増加してお

り、消防団員の活動や確保に関して、雇用者である事業者の理解と協力が重要に

なってきています。 

〇 さらに、被雇用者の割合の増加に伴い、消防学校における団員教育の受講者の

確保も困難になってきており、団員の災害対応力の強化も課題の一つです。 

〇 こうした状況を踏まえ、県消防学校では、かながわ版ディザスターシティなど

を活用した実践的な教育・訓練の実施に努める他、令和３年度からは、ＷＥＢに

より、時と場所を選ばず消防技術の習得が出来る環境の整備を行い、団員教育の

すそ野の拡大を図っています。 

〇 加えて、消防団活動に理解がある事業所を認定し、認定章を交付する国の消防

団活動協力事業所制度について、県内の認定事業者を県のホームページで紹介す

る取組に令和３年度から着手する他、事業者への効果的なインセンティブの在り

方も含め、消防団員の確保と対応強化の方策について、消防団を組織する市町村

とも連携し、検討を進めていきます。 
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〔目標の達成状況と取組〕 

〇 県は、消防の資機材整備に対する継続的な補助の他、消防の広域化や消防指令

の共同運用などに対して、広域的な観点からの調整や助言、施設・設備整備に対

する補助などを通じて、市町村の消防力強化を支援してきました。 

〇 また、平成30年度には、様々な自然災害を対象に、実践的な訓練が可能となる、

かながわ版ディザスターシティの整備を行った他、県と市町村の消防本部で災害

等の情報をリアルタイムで共有し、応援活動の初動体制の向上を図るＫアラート

の運用を始めるなど、消防の対応力強化の取り組みは着実に強化されています。 

〔今後の対応〕 

〇 消防学校における消防職員教育や、かながわ版ディザスターシティを活用した

かながわ消防訓練などを通じた実践的な訓練により、市町村の消防力強化を引き

続き支援していきます。 

〇 また、消火技術に関しては、近年の災害発生の状況や、建築物の不燃化の進展

などの状況を踏まえ、警防活動、特に消火活動の能力低下が課題となっており、

対応策を検討する必要があります。 

〔強化する取組―消火活動への対応力強化〕 

〇 近年、出火の件数は減少傾向にあり、消火経験の不足から、消火の技術や、火

災現場における危機予知能力の低下などが大きな課題となっています。 

〇 こうした課題への対応として、消防学校では、教員が独自に消火技術に関する

教材の開発に取り組むとともに、令和４年度には、火災現場における状況判断と

対処能力の向上を図るための、実火災体験型訓練施設の整備を予定しています。 

〇 今後は、新たな教材や訓練施設を活用した消防職員教育を実施し、消防におけ

る消火技術の向上の促進を図ります。 

  

重点施策30：消火活動体制の強化 

〔目標〕市町村消防の消火能力の向上 
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＜実火災体験型訓練施設（訓練イメージ）＞ 

写真出典：消防庁HP(http://www.fdma.go.jp/) 

＜実火災体験型訓練施設（訓練イメージ）＞ 

写真出典：消防庁HP(http://www.fdma.go.jp/) 

かながわ版ディザスターシティ（神奈川県厚木市） 
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３ 目標値の変更について 

目標年度が経過している重点施策については、目標を達成していない重点施策や新型

コロナウイルス感染症による影響を鑑み、事業を休止しているものもあるため、地震防

災戦略対象期間である令和６年度まで対象期間を延⾧し、引き続き、取り組んでいくこ

ととします。 

 

番号 重点施策 指標 戦略策定時 (変更前) 目標 (変更後) 

1 住宅の耐震化 住宅の耐震化率 89% (H25)  95% (R6) 

2 
多数の者が利用する建

築物の耐震化 

多数の者が利用する

建築物の耐震化率 
89% (H26)  95% (R6) 

5 
防災訓練の実施（揺れ

対策） 

シェイクアウト訓練

の参加者数 
120 万人 (H26)  200 万人 (R6) 

25 
防災訓練の実施（火災

対策） 

シェイクアウト訓練

の参加者数（再掲） 
120 万人 (H26) 200 万人 (R6) 

※ なお、重点施策１及び重点施策２については、「神奈川県耐震改修促進計画」の中で、

以下のとおり、目標値が設定されています。 

 重点施策１：住宅の耐震化「令和12年度までに耐震性不十分な住宅をおおむね解消」 

 重点施策２：多数の者が利用する建築物の耐震化「令和７年度までに耐震性不十分な多

数の者が利用する建築物をおおむね解消」 
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Ⅲ その他の減災効果の向上に資する取組 
 減災効果の向上の観点から、地震防災戦略に位置付けた30の重点施策に関連し、

近年の災害対応を巡る施策環境や動向の変化を踏まえ、対策強化が必要な取組につ

いて整理します。 

１ 被災者支援対策の強化 

〔関連する重点施策〕 

 重点施策22：要配慮者の避難・安全確保に関する対策 

 重点施策29：避難場所・避難路等の整備、等 

〔経過等〕 

〇 平成28年４月に発生した熊本地震では、強い揺れへの恐れや、プライバシー

等の観点から、避難所への避難を避け、車中泊など避難所外への避難が続出

し、避難所の生活環境の向上が大きな課題となりました。 

〇 また、熊本地震を契機に、国によるプッシュ型支援や、全国の自治体からの

職員応援を国や全国知事会などが一元的に調整する制度などが定着していま

す。 

〇 さらに、平成30年には、改正災害救助法により、新たに救助実施市（政令

市）の仕組みが制度化され、県の総合調整の下で、救助実施と連携し、災害救

助を実施する体制が整備されました。 

〇 この他、毎年のように大規模災害が頻発する中、被災者の生活再建の負担の

軽減が課題となり、全国知事会の働きかけ等により、⾧年の懸案だった被災者

生活再建支援法の支援対象が中規模半壊まで拡大された他、災害救助法に基づ

く住宅の応急修理の対象拡大などの支援強化が図られています。 

〇 こうした動きに対応し、県では、避難所外避難者への対応も含め、「避難所

マニュアル策定指針」の改定を行う他、災害発生時に、県災害対策本部の統制

部に市町村応援班を設置し、救助実施市と連携して災害救助を一元的に調整、

実施する体制整備を行いました。また、令和元年度には、被災者生活再建支援

法の適用がない区域の被災者への県独自の支援策を制度化しています。 

〇 加えて、令和２年からは、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、感染症と
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自然災害との複合災害という、これまで経験したことのない課題に直面し、県

は、避難所運営に関するガイドラインの策定や、避難所における資機材整備へ

の支援、感染者の避難誘導体制の整備などの取組を実施しています。 

〔今後の対応〕 

〇 毎年のように大規模な災害や危機事象が頻発する中、避難所運営を含む被災

者支援対策を巡る環境や施策動向は著しく変化しています。被災者支援の充実

は、県民の命につながる重要な課題であり、県災害対策本部の市町村応援体制

を含め、状況の変化に柔軟に対応し、対策強化に取り組む必要があります。 

 

２ 広域受援・応援体制の強化 

〔関連する重点施策〕 

 重点施策15：大規模災害時の広域医療搬送体制の整備 

 重点施策30：消火活動体制の強化 

〔経過等〕 

〇 一つの消防本部単独では対応できない大規模災害が頻発するなか、県は、大

規模災害時に、県と県内消防本部が連携して、迅速かつ的確な消防活動を展開

するため、知事を本部⾧とする、県内消防全体で広域応援を行う体制(かながわ

消防)を、平成28年に構築しました。 

〇 さらに、かながわ消防の連携体制と対応力強化を図るため、かながわ版ディ

ザスターシティの整備や、県と消防本部間の情報共有を強化するＫアラートを

整備するとともに、新たな訓練施設を活用した、全消防本部が参加する、かな

がわ消防の実動訓練などに取り組んでいます。 

〇 また、熊本地震を機に、プッシュ型支援や全国の自治体の職員応援を調整す

る制度が定着したことから、県では、民間との連携による救援物資の調達、供

給体制を強化するため、大手の物資輸送事業者と、物資の輸送・保管等に係る

協定協定の充実を図っています。 

〇 加えて、平成30年には、県災害対策本部の統制部の市町村応援班が、被災者

支援に係る広域応援を調整する体制の他、地域県政総合センターに設置する現
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地災害対策本部の機能を見直し、災害対策本部が一元的に広域応援や受援を調

整する体制強化を図りました。 

〇 こうした取り組みの進展を踏まえ、令和元年度に、災害時広域受援計画を大

幅に修正し、受援体制の強化を図っています。 

〔今後の対応〕 

〇 大規模災害時には、全国各地からの応援を円滑に受け入れ、人命救助や被災

者の救援などの迅速な応急対応につなげる体制強化が重要です。 

〇 状況の変化に対応し、広域受援計画の見直しを行うとともに、計画に基づく

訓練の充実を図り、広域受援・応援体制の強化に努める必要があります。 

 

３ 防災におけるＤＸの推進 

〔関連する重点施策〕 

重点施策23：県民等への情報発信体制の整備 

〔経過等〕 

〇 近年、ＡＩを含むデジタル技術の進展が著しく、防災・減災の観点からもデ

ジタル技術の活用が必須の重要課題となっています。 

〇 本県では、令和２年度にデジタル戦略推進本部を設置し、全庁を挙げてデジ

タル化の推進を図っています。防災に関しては、ＳＮＳに投稿された情報をＡ

Ｉ技術により、信憑性を判断し、災害や危機事象に関する情報を伝達するシス

テムを導入し、災害対応で活用しています。 

〇 また、官民で構成する協議会が開発を進めている防災チャットボットは、Ａ

Ｉ技術により、被災情報の収集や住民の避難誘導を適切に行うシステムの開発

を目指しており、本県は令和２年度に、全国に先駆け、実証実験を行うなど、

社会実装に向けて協力して取り組んでいます。 

〇 さらに、県が現在進めている防災行政通信網の再整備では、スマートフォン

型の携帯端末で、被災現場と市町村や県の災害対策本部が、映像で情報共有が

図れるようにするなど、最新技術を活用し、災害時における確実な情報受伝達

体制の構築を目指しています。 
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〔今後の対応〕 

〇 防災関係機関における確実な情報受伝達、県民への正確で迅速な情報発信に

ＡＩやデジタル技術を活用することは、大規模災害時における被害軽減に必須

の課題です。県もこのようなデジタル技術等の積極的な活用を検討するなど、

防災におけるＤＸの推進に、着実に取り組んでいきます。 

 

４ 無電柱化の推進 

〔関連する重点施策〕 

 重点施策16：道路・橋りょう・鉄道の整備 

〔経過等〕 

〇 県では、令和元年７月に「神奈川県無電柱化推進計画」を策定し、防災等の

観点から緊急輸送道路等について、無電柱化を進めています。無電柱化が推進

されれば、台風や地震などの災害時に、電柱が倒れたり、電線が垂れ下がった

りするといった危険がなくなったり、倒れた電柱に道をふさがれることがない

ため、災害時の緊急車両の通行もスムーズになること等が期待されます。 

○ 令和元年に策定した計画では、県管理道路の10.2Kmで無電柱化事業に着手

（事業中の箇所を含む）することを目標とし、令和２年度末までに9.8Kmで事

業に着手しました。 

〔今後の対応〕 

〇 国が令和３年５月に新たな計画を定めたことから、これを基本として無電柱

化を一層推進するべく、今後５年間で無電柱化に取り組む箇所をとりまとめ、

「神奈川県無電柱化推進計画」を令和３年度内に改定する予定です。 
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Ⅳ まとめ 
１ 中間検証の総括 

〇 平成28年４月にスタートした地震防災戦略について、30の重点施策に位置付

けた目標の進捗状況について、概ね中間年における点検を実施し、課題等の検

討を行いました。 

〇 点検の結果、多くの目標については、順調に対策が進んでおり、目標の達成

が見込まれる一方で、一部の数値目標に関して、目標の達成に向けた対策強化

が必要なものや、対策を推進するうえで、課題がある重点施策もありました。 

〇 また、コロナ禍にあって、多くの防災関係機関が参加する訓練や、住民を対

象とした訓練や研修など、感染拡大防止の観点から中止を余儀なくされた取組

も多く、改めて評価が必要な重点施策もあります。 

〇 さらに、現行の地震防災戦略の策定後における大規模災害の教訓や、法令や

施策の変更など、防災・減災を巡る環境や施策の変化は著しいものがありま

す。現行戦略の重点施策には位置付けていないものの、政策環境の変化に対応

し、施策の強化が必要な取組もあります。 

〇 引き続き、重点施策に位置付けた対策の継続を図る他、今回の検証結果で整

理した対応の方向性を踏まえ、対策の強化に取り組み、最終年度における減災

目標の達成に努めます。 

 

２ 地震防災戦略の最終年に向けて 

〇 地震防災戦略の前提となる現在の地震被害想定は、東日本大震災の教訓を踏

まえた、国による最新の震源・津波モデルや被害想定手法に基づき、平成25、

26年度に実施したものであり、地震防災戦略の最終年にあたる令和６年には、

被害想定から10年が経過することになります。 

〇 現在のところ、本県に影響する地震モデル等の新たな知見は示されていませ

んが、この間、防災を巡るデジタル化の進展や感染症のまん延、被災者支援や

広域受援体制の強化など、地震被害想定の実施以降において、政策環境の変化

や施策の著しい進展が見られます。 
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〇 また、現在、東京都において、平成24年に公表した地震被害想定について、

見直し作業が進められており、今後、国や他の自治体でも見直しの動きが出て

くることが想定されます。 

〇 本県においても、東京都や他県の動向、国における被害想定の見直しや、減

災目標を定めた「首都直下地震緊急対策推進基本計画」の見直しなどの動向を

注視し、地震被害想定の更なる見直しや、次期地震防災戦略の在り方につい

て、県内市町村による被害想定や対策とも整合性を確保することにも留意しな

がら、検討を行うこととします。 
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